
◎湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律 
（平成一七年六月二二日法律第六九号）   

一、提案理由（平成一七年四月七日・参議院環境委員会） 

○国務大臣（小池百合子君） ただいま議題となりました湖沼水質保全特別措置法の一

部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げま

す。 

 湖沼は、国民の生活や生産活動にとって重要な資産であり、水質源の確保、水産資源

の育成、治水機能等の様々な恵沢を国民にもたらしております。 

 しかしながら、汚濁物質が蓄積しやすいという湖沼の特性に加え、湖沼周辺での開発

や人口の増加等の社会的、経済的な構造の変化による汚濁負荷の増加等から、湖沼の水

質については顕著な改善傾向が見られない状況にあります。 

 この法律案は、こうした状況にかんがみ、湖沼の水質の保全を図るため、これまでの

対策に加えて、指定地域における農地、市街地等からの流出水に係る対策の実施の推進、

湖辺の環境の保護等の特別の措置を講じようとするものであります。 

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、流出水対策地区の指定制度の整備であります。 

 農地、市街地等のいわゆる面源から流出する汚濁負荷の削減を図るため、都道府県知

事は流出水対策地区を指定し、当該地区に係る流出水対策推進計画の策定、流出水対策

の実施のための指導等を行うことができることとしております。 

 第二に、湖辺環境保護地区の指定制度の整備であります。 

 湖沼の水質の改善に資する植生を保護するため、都道府県知事が指定した湖辺環境保

護地区において植物の採取等の行為を行う場合に届出を義務付け、都道府県知事は必要

に応じ当該行為に対する措置命令等を行うことができることとしております。 

 第三に、既設事業場に係る負荷量規制の適用除外の解除であります。 

 事業場から排出される汚濁負荷の一層の削減を図るため、事業場からの排出水に係る

負荷量規制について、これまで適用を除外してきた既設事業場にも適用することとして

おります。 

 第四に、湖沼水質保全計画策定に係る手続の見直しであります。 

 湖沼水質保全計画に対する地域住民の理解と協力を得るため、都道府県知事は、湖沼

水質保全計画の策定に当たって、指定地域の住民の意見を反映させるために必要な措置

を講ずることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、参議院環境委員長報告（平成一七年四月一三日） 

○郡司彰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 



 本法律案は、湖沼が国民の生活や生産活動にとって重要な資産でありながら、その水

質については顕著な改善傾向が見られない状況にかんがみ、指定湖沼の水質の保全を図

るため、これまでの対策に加えて、指定地域における規制対象施設を拡充するとともに、

農地、市街地等からの流出水に係る対策の実施の推進、湖辺環境の保護等の特別の措置

を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、水質汚濁メカニズムの解明に向けた取組、流出水対策地区の

指定の在り方、湖辺環境の保護対策の進め方等について質疑が行われましたが、その詳

細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年四月一二日） 

 本法制定後二十年が経過し、その間、指定湖沼についてさまざまな施策が講じられて

きたにもかかわらず、その水質状況に顕著な改善が見られていないことから、政府は、

本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一、水環境保全施策の実施においては、地域住民をはじめ地域関係者の役割が重要であ

ることから、湖沼水質保全計画の策定に当たっては、地域住民・地域関係者の意見が

最大限尊重されるとともに、定量的な目標や補助指標の設定等により、地域住民・地

域関係者の理解が得られるようなものとなるよう、都道府県と十分な連携を図ること。 

二、流出水対策の実施に当たっては、その実効性を確保するため、地域住民・地域関係

者の理解と協力を得るとともに、対策の効果を把握するため、汚濁負荷の調査の実施

及びモニタリング体制の構築・強化について、都道府県と十分な連携を図ること。 

三、負荷量規制が新たに適用される既設の事業場については、経済的な負担に配慮しつ

つ、その規制の在り方について適宜見直すこと。また、未規制の小規模事業場につい

ては、排出実態調査を実施するとともに、都道府県における排水規制の状況も踏まえ、

その対策について検討を行うこと。 

四、湖辺環境の保護に当たっては、土地の所有者等の協力を得られるよう十分配慮する

とともに、植生規模の維持・拡大を図るため、自然再生等の施策と十分連携を図るこ

と。 

五、現行の指定湖沼以外の湖沼についても、未然防止の視点も踏まえ、本法に基づく水

質保全対策が実施できるよう、指定湖沼の指定の在り方等について検討を行うこと。 

  右決議する。 

三、衆議院環境委員長報告（平成一七年六月一四日） 

○小沢鋭仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



 本案は、最近における湖沼の水質をめぐる状況にかんがみ、湖沼の水質の保全を図る

ため、指定地域における規制対象施設を拡充するとともに、農地、市街地等からの流出

水に係る対策の実施の推進、湖辺の環境の保護のための措置等を講じようとするもので

あります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、六月六日本委員会に付託され、翌七日小池環境大

臣から提案理由の説明を聴取した後、去る十日質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決い

たしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第

であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一七年六月一○日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 湖沼水質保全計画の策定に当たっては、定量的な目標や補助指標の設定等により、

地域住民等の理解が得られるようなものとなるよう、都道府県と十分な連携を図るこ

と。また、流出水対策の実施に当たっては、対策の効果を把握するため、汚濁負荷の

調査の実施及びモニタリング体制の構築・強化を図ること。 

二 負荷量規制が新たに適用される既設の事業場については、経済的な負担に配慮しつ

つ、その規制の在り方について適宜見直すこと。また、未規制の小規模事業場につい

ては、排出実態調査を実施するとともに、都道府県における排水規制の状況も踏まえ、

その対策について検討を行うこと。 

三 湖沼環境の保護に当たっては、土地の所有者等の協力を得られるよう十分配慮する

とともに、植生規模の維持・拡大を図るため、自然再生等の施策と十分連携を図るこ

と。 

四 汚水処理施設の整備に当たっては、下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の特性を

勘案し、費用の効率性の検討も含め、地域の実情に応じた効率的かつ速やかな整備の

実施が図られるよう、関係行政機関等で十分な調整を行うこと。 

五 湖沼の水質の効果的な改善を図るため、植物プランクトンの増殖等による汚濁物質

の内部生産、底泥からの蓄積汚濁物質の溶出などの内部的要因まで含めた、総合的な

汚濁メカニズムについての研究を推進するとともに、技術的評価を伴う施策を実施す

ること。 

六 現行の指定湖沼以外の湖沼についても、未然防止の視点も踏まえ、本法に基づく水

質保全対策が実施できるよう、指定湖沼の指定の在り方等について検討を行うこと。 


